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第２回「デジタルプラットフォーム企業が介在する消費者取引にお

ける環境整備等に関する検討会」において委員からいただいた特定

商取引法の通信販売に関する御質問の説明について 

令和２年３月３０日 

１．制度の概要 

特定商取引法第 11条に基づき、販売業者等は、通信販売をする場合の商品

の販売条件等について広告をするときは、当該広告に、当該商品に関する事項

を表示しなければならない。同条ただし書きにより、当該広告に、請求により、

規定された事項を記載した書面を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、

これらの事項の一部を表示しないことができる。 

２．制度の趣旨 

本広告表示義務の趣旨は、販売業者等から購入者等に対する唯一の情報提

供手段である広告中に一定の事項について明確な表示を行わせることで、後

日、取引条件等についてトラブルが発生することを防止するための規定であ

り、取引条件や販売業者等に係る情報の表示を義務付けているものである。一

方、通信販売の広告の態様は千差万別であり、広告スペース等は様々であるこ

とから、こうした実態において、全ての広告に規定された事項の表示を義務付

けてもいたずらに混乱をもたらすのみならず、ひいては本規定も有名無実の

規定となってしまうおそれがあることから、請求により、これらの事項を記載

した書面又は電磁的記録を遅滞なく表示されていればよいこととしたもので

ある。 

なお、広告スペースが充分とれる場合には、これらの事項を遅滞なく提供す

るよりも全て表示することが望ましい。 

資料５－２ 
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（参考条文） 

特定商取引法 

（通信販売についての広告） 

第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利

の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところに

より、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しな

ければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞

なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、

販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を

表示しないことができる。 

一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価（販売価格に商品の送料が含まれない

場合には、販売価格及び商品の送料） 

二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 

三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 

四 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項

（第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六

条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。） 

五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 

 

特定商取引法施行規則 

(通信販売についての広告) 

第八条 法第十一条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号 

二 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法に 

より広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に 

関する業務の責任者の氏名 

三 申込みの有効期限があるときは、その期限 

四 法第十一条第一号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべ 

き金銭があるときは、その内容及びその額 

五 商品に隠れた がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 

六 磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一 

の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した 

物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、

写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提



3 
 

供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しく

は記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電

子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件 

七 商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契 

約期間その他の販売条件 

八 前四号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは特定 

権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容 

九 広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条ただし書の書面を請 

求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額 

十 通信販売電子メール広告(法第十二条の三第一項第一号の通信販売電子メール広告 

をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレ 

ス 

 

第十条 法第十一条ただし書の規定により同条第一号及び第八条第一項第四号に定める購

入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその

金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第十一条各号に定める事項（第八条

第三号及び第六号から第十号までに掲げる事項並びに法第十五条の三第一項ただし書に

規定する特約がある場合にあつては、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回

又は売買契約の解除（以下この条において、「申込みの撤回等」という。）の可否、申込み

の撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの

撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負

担に係る事項を除く。）の一部を表示しないことができる。 

２ 購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第十

一条第二号から第五号までに定める事項（第八条第三号、第四号及び第六号から第十号ま

でに掲げる事項及び法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつて

は申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等

が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取

り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項を除く。）の一部を表示しないことができ

る。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し

若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又

は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該

申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しな

い場合にあつては法第十一条第三号に掲げる事項及び商品に隠れた瑕疵がある場合に販

売業者がその責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこ

の限りでない。 

３ 販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする
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場合であつて、次に掲げる方法により法第十一条各号に掲げる事項の一部を提供する旨

の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。 

一 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算

機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法 

二 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 

三 顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが

備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備

えられたファイル（専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客

ファイル」という。）に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供す

る方法 

４ 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 

一 前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力す

ることによる書面を作成することができるものであること。 

二 前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載す

べき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変

できないものであること。 


